
■証明書は午後 8 時まで交付…役場住民課と税務課の各種証明書は、事前に予約しておくと午後 8 時まで

（土・日曜日も）受け取ることができます。電話による予約は住民課 ☎ 611-2502・税務課 ☎ 611-2522 まで。
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消防★警察
   　　　 （　）は１月からの累計

 ■火災発生…00 件（004 件） 
 ■救急出動…68 件（637 件）
 ■飲酒運転
 　検挙者数…00 件（003 件）

９月中
の件数

11 月 の 納期
固 定 資 産 税 第 4 期
国民健康保険税普通徴収第 5 期
介護保険料普通徴収第 8 期
後期高齢者医療保険料普通徴収第 8 期

忘れずに、納めましょう

暮らしの専門相談所　矢巾町社会福祉協議会 ☎611-2840 有線3124

人権（9:00～15:00） 11/11 ㈮ 高齢者・幼児 11/15 ㈫
行政（9:00～12:00） 11/11 ㈮ 公証役場 11/25 ㈮
弁護士（要予約） 11/11 ㈮ 心配ごと全般 11/25 ㈮

【場所】さわやかハウス  【時間】13:00～16:00 （弁護士は10:00～15：00）

　

　町では、10 月から「認知症

初期集中支援チーム」を発足

しました。同チームは、認知

症と思われる方や認知症の症

状でお悩みの方の自宅を訪問

し、初期段階での医療、介護

サービスの利用に向けたサポ

ートを行います。

 サポート対象 　

　町内在住の 40 歳以上で認知症の疑いがある方、認知症と診断され

た方のうち、①・②のいずれかに該当する方

①医療や介護サービスを受けていない・サービスを中断している

②医療サービスは利用しているが、認知症の症状が強く、対応に困っ

ている

  チーム員  （敬称略）

　【認知症サポート医】　小原　　進（南昌病院）

　【社会福祉士】　　　　鱒沢　陽香（矢巾町地域包括支援センター）

　【保健師】　　　　　　藤澤のり江（役場健康長寿課）

 相談先・問い合わせ 　矢巾町地域包括支援センターさわやかハウス

相談室（☎ 697-5570）、役場健康長寿課長寿支援係（☎ 611-2828）

私たちがサポートします！
（左から藤澤さん、小原先生、鱒沢さん）

▼期間　平成 28 年 11 月～平成 29 年 3 月

▼ 対象　地上高 1.2 ㍍において直径

が 25 ㌢以上のマツ

▼補助内容　樹幹注入する薬剤の費

用の半額を助成

▼問い合わせ　詳しくは、役場産業

振興課農林係（☎ 611-2611）へ。

※薬剤の注入作業を実施する際は、造

園業者や森林組合にご相談ください。

認知症あれこれ相談
　【場所】さわやかハウス

矢巾町地域包括支援センターさわやかハウス相談室

☎ 697-5570　夜間 080-5740-0684

平日 月～金    9:00 ～ 17:00

夜間（電話のみ） 11/25 ㈮19:00 ～ 21:00

まちなか物忘れ相談室（ショッピングモールアルコ）  

               　     11/8㈫  13:00 ～ 16:00

「おれんじカフェ」（やはぱーく） 

　　　  　  11/12 ㈯  10:00 ～ 12:00

　申し込みは、矢巾町地域包括支援

センター（☎ 611-2855）へ。

※いずれも受講無料 　

 ①家族介護者教室（全３回） 

▼日時・場所　11 月 15 日㈫午後 1

時 30 分～午後３時、さわやかハウス

▼内容　介護者に無理のない介護方

法や日常生活に役立つ介護のコツを

専門職から学びます（12 月に第２

回、２月に第３回を開催予定）。

 ②認知症サポーター養成講座  

▼日時・場所　11 月 19 日㈯午前 10

時～午前 11 時 30 分、さわやかハウス

 ～認知症は早期発見・早期治療が大切です～

 「矢巾町認知症初期集中支援チーム」
松くい虫被害を予防

費用の一部を助成します

地域包括支援センター主催講座

参加者を募集しています



まるごと情報
nformationi

19 ■毎週水曜日は役場住民課、税務課、福祉・子ども課窓口が午後 7 時まで延長…取り扱い業務は次の 7 種類です。

≪①各種証明書の交付②戸籍の届け出③転入転出④国民健康保険⑤国民年金⑥児童手当⑦納税相談≫

お知らせ・募集お知らせ・募集

※「広報やはば」の広告に関する問い合わせは、ナチュラルコム株式会社（☎ 652-9190）へ。

○㈱ＪＡシンセラ

　中央葬祭センター様    58,500 円

社会福祉協議会福祉基金に寄付

ありがとうございますおおおお

　最近、家庭や事業所のホームタン

クから灯油や重油などが漏れ出し、

河川や用水路に流出する事故が多発

しています。事故の多くは作業時の

不注意や、設備の点検管理が不十分

であることが原因です。漏れた油の

処理には多額の費用を要し、すべて

原因者の負担となりますので、十分

に注意してください。

＜役場住民課環境係＞

　人権思想を広め、

住民の皆さんの人

権が侵害されない

ように配慮し、相

談や啓発などの活

動を行う人権擁護

委員に、吉田芳
よ し

英
え い

さん（67 歳・南矢幅２区）が委嘱

されました。なお、町内では 8 人

の人権擁護委員が活動しています。

人権擁護委員に吉田芳英さん

任期は平成 31 年 9 月まで 　

 

▼開催日　11 月 15 日㈫

▼時間　【午前】午前 10 時～正午

【午後】午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分

▼場所　岩手県民会館大ホール

▼問い合わせ　盛岡税務署法人課税

第二部門（☎ 622-6141 代表）

　町では、防災訓練を 11 月 13 日

㈰の午後 1 時頃から、室岡の農村

環境改善センター周辺で実施しま

す。当日は町消防団と地域の皆さん

による訓練のほか、防災グッズの展

示などを行います。また、盛岡地区

防火ポスターコンクールで優秀賞を

受賞した佐々木渉さん（矢巾東小 5

年）が、盛岡南消防署一日署長とし

て訓練の点検を行います。

　訓練時、会場周辺を消防自動車が

サイレンを鳴らして走行しますの

で、ご理解とご協力をお願いします。

▼問い合わせ　役場総務課防災安全

室（☎ 611-2708）

　町議会では、町民の皆さんとの懇

談会を開催します。どなたでも参加

できますので、お気軽にご参加くだ

さい。
▼ 日時　11 月 19 日㈯午後 2 時か

ら午後 4 時頃まで　※申込不要

▼場所　やはぱーく 1 階プロムナード

▼ 問い合わせ　町議会事務局（☎
611-2801）▼ 日時　11 月 14 日㈪ 午後 1 時～

午後 2 時 30 分 ※相談無料、要予約

▼場所　さわやかハウス

▼予約・問い合わせ　役場福祉・子

ども課福祉係（☎ 611-2572）

　11 月 9 日から 15 日まで「消し

ましょう その火その時 その場所

で」を防火標語に、秋の火災予防運

動が実施されます。この機会に火災

予防について、以下の項目を家族み

んなで確認しましょう。

◆３つの習慣　①寝たばこをしない

②燃えやすいものをストーブに近づ

けない③ガスコンロなどから離れる

際は必ず火を消す

◆４つの対策　①住宅用火災警報器

を設置②防炎品の使用③消火器の設

置④隣近所との協力体制を整える

※盛岡南消防署矢巾分署（☎ 697-

0119）では、初期消火や心肺蘇生法

の講習会を随時行っています。お気

軽にご相談ください。

どなたでも参加できます

町議会議員との懇談会を開催

　矢巾町商工会では、11 月 12 日

から販売する「矢巾町プレミアム商

品券」の取扱店を募集しています。

※商品券について詳しくは、17 ペー

ジをご覧ください。

▼対象　町内に事業所を有している

事業所（法人、個人不問）

▼申し込み　11 月 7 日㈪までに、矢

巾町商工会（☎ 697-5111）へ。申

請書類は同会窓口に準備しています。

矢巾町防災訓練を

農村環境改善センターで実施

  11月9日から15 日まで 

  秋の火災予防運動を実施

矢巾町プレミアム商品券の

取扱店を募集しています

油漏れ事故が多発しています

十分に注意してください！

精神科医師が相談に応じます 

 「こころの健康相談」を開催

盛岡税務署が平成 28 年分の

年末調整事務説明会を開催


